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議案第９号 

 

君津市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

 君津市個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、同法の規

定が適用されることとなったことから、同法の施行について必要な事項を定めるため、新

たに条例を制定しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）において使用する用語の例による。 

（個人情報取扱事務の登録） 

第３条 市の機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の

記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態に

あるものを使用するもの（以下この条において「個人情報取扱事務」という。）について、

次に掲げる事項を登録した登録簿を添え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。 

(1) 個人情報取扱事務の名称 

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

(3) 個人情報取扱事務の利用目的 

(4) 個人情報の対象者の範囲 

(5) 個人情報の記録項目 

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

(7) 個人情報の収集先 

(8) 個人情報管理責任者 

(9) 個人情報の電子計算機処理の有無 

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情

報取扱事務について前項の登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 
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３ 市の機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情

報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。 

（開示請求の手続） 

第４条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項

を記載するものとする。 

（開示情報） 

第５条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示することと

されている情報として条例で定めるものは、君津市情報公開条例（平成１６年君津市条

例第１号）第７条第２号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分（法第７８

条第１項各号（第２号を除く。）に該当するものを除く。）とする。 

 （開示決定等の期限） 

第６条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならない。ただ

し、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限に関する特例） 

第７条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から

前条に規定する期間内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著

しい支障が生ずるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、市の機関は、開示

請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残り

の保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合におい

て、市の機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項

を書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（開示請求に係る手数料等） 

第８条 法第８９条第２項の規定する手数料は、無料とする。 
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２ 法第８７条第１項の規定により文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、

当該供与に要する費用を負担しなければならない。 

３ 市の機関は、前項の規定により同項の費用を負担すべき者が経済的困難その他特別の

理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 

（訂正請求の手続） 

第９条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項

を記載するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第１０条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定め

る事項を記載するものとする。 

 （君津市情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第１１条 市の機関は、法第３章第３節の施策を講ずる場合において、個人情報の適正な

取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めた

ときは、君津市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年君津市条例第  号）第

３条に規定する君津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

 （運用状況の公表） 

第１２条 市長は、毎年１回、市の機関が行った個人情報保護制度の運用状況を取りまと

め、これを公表するものとする。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （君津市個人情報保護条例の廃止） 

２ 君津市個人情報保護条例（平成９年君津市条例第３号）は、廃止する。 

 （君津市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の君津市個人情報保護条例（以下「旧

条例」という。）第２条第４号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」という。）の職

員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者（第５項及び第

６項において「職員等」という。）のうち、この条例の施行前において旧条例第２条第１
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号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の取扱いに従事していた者に係る

旧条例第３条第２項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施

行後も、なお従前の例による。 

４ この条例の施行前において旧条例第１２条第１項の委託を受けた旧個人情報を取り扱

う事務に従事していた者（次項及び第６項において「受託者」という。）に係る同条第３

項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前

の例による。 

５ 職員等及び受託者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関

が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧条例第２条第５号に規定

する保有個人情報（次項において「旧保有個人情報」という。）を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

６ 職員等及び受託者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機

関が保有していた旧保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供

し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

７ この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

８ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条

例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表個人情報保護制度審議会会長の項及び個人情報保護制度審議会委員の項を削る。 

（君津市介護保険条例の一部改正） 

９ 君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

     「第４章 君津市個人情報保護条例の特例（第１１条） 

  目次中 第５章 雑則（第１２条）             を 

第６章 罰則（第１３条―第１７条）       」 
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「第４章 雑則（第１１条） 
に改める。 

第５章 罰則（第１２条―第１６条）」 

第４章を削る。 

第５章中第１２条を第１１条とし、同章を第４章とする。 

第６章中第１３条を第１２条とし、第１４条から第１７条までを１条ずつ繰り上げる。 

第６章を第５章とする。 

（君津市情報公開条例の一部改正） 

１０ 君津市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

 第１７条の見出しを「(手数料等)」に改め、同条第１項中「別表に定める手数料」を

「開示請求に係る行政文書１件（事案決定手続等を一にするものをいう。）につき３００

円の手数料」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第１５条の規定により行政文書の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に

要する費用を負担しなければならない。 

５ 実施機関は、前項の規定により同項の費用を負担すべき者が経済的困難その他特別

の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 

 別表を削る。 

 （君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

１１ 君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年君津市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項第７号中「君津市個人情報保護条例（平成９年君津市条例第３号）第２

条第１号」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項」

に改める。 
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君津市個人情報の保護に関する条例附則関係新旧対照表 

改正案 現 行 

＊附則第８項関係 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例 

 

別表（第２条、第４条） 別表（第２条、第４条） 

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

   

   

いじめ調査委員会委員長 〃  ８，６００ 〃 

省略 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

省略 

個人情報保護制度審議会会長 〃  ８，６００ 〃 

個人情報保護制度審議会委員 〃  ７，７００ 〃 

いじめ調査委員会委員長 〃  ８，６００ 〃 

省略 

   
 

＊附則第９項関係 君津市介護保険条例  

目次 目次 

第１章 市が行う介護保険（第１条） 第１章 市が行う介護保険（第１条） 

第２章 介護認定審査会（第２条・第２条の２） 第２章 介護認定審査会（第２条・第２条の２） 

第２章の２ 介護保険運営協議会（第２条の３―第２条の５） 第２章の２ 介護保険運営協議会（第２条の３―第２条の５） 

第３章 保険料（第３条―第１０条） 第３章 保険料（第３条―第１０条） 

 第４章 君津市個人情報保護条例の特例（第１１条） 

第４章 雑則（第１１条） 第５章 雑則（第１２条） 

第５章 罰則（第１２条―第１６条） 第６章 罰則（第１３条―第１７条） 

附則 附則 

 第４章 君津市個人情報保護条例の特例 

（君津市個人情報保護条例の特例） 

第１１条 市長は、君津市個人情報保護条例（平成９年君津市条例第



 

-
 
2
 
- 

３号）第８条の規定にかかわらず、法の規定に基づく居宅介護支援

又は施設サービス等の提供のため必要があると認めるときは、規則

で定めるところにより、被保険者の要介護認定又は要支援認定等に

係る保有個人情報（君津市個人情報保護条例第２条第５号に規定す

る保有個人情報をいう。以下この条において同じ。）を居宅介護支

援事業者又は介護保険施設等に対し、提供することができる。 

２ 市が保有する被保険者の要介護認定又は要支援認定等に係る保有

個人情報（規則で定めるものに限る。）の開示請求に係る君津市個

人情報保護条例の規定の適用については、同条例第１３条第２項中

「本人の法定代理人」とあるのは「本人の法定代理人又は本人から

委任を受けた配偶者その他の規則で定める者」とする。 

第４章 雑則 第５章 雑則 

（委任） （委任） 

第１１条 省略 第１２条 省略 

第５章 罰則 第６章 罰則 

第１２条 省略 第１３条 省略 

第１３条 省略 第１４条 省略 

第１４条 省略 第１５条 省略 

第１５条 省略 第１６条 省略 

第１６条 省略 第１７条 省略 

  

＊附則第１０項関係 君津市情報公開条例  

（手数料等） （手数料） 

第１７条 開示請求者は、開示請求に係る行政文書１件（事案決定手

続等を一にするものをいう。）につき３００円の手数料を行政文書

第１７条 開示請求者は、別表に定める手数料                     

                                                 を行政文書



 

-
 
3
 
- 

の開示を受ける際に納付しなければならない。 の開示を受ける際に納付しなければならない。 

２～３ 省略 ２～３ 省略 

４ 第１５条の規定により行政文書の写しその他物品の供与を受ける

者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。 

 

５ 実施機関は、前項の規定により同項の費用を負担すべき者が経済

的困難その他特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又

は免除することができる。 

 

 別表（第１７条第１項） 

 区分 金額 

閲覧の場合 １件につき３００円 

写しの交付の場合 １件につき３００円に写し１枚（単

色刷（黒）のもの）につき１０円を

加えて得た金額又は上記以外の写

し１枚（多色刷のもの）につき５０

円を加えて得た金額 

電磁的記録の閲覧の場合 １件につき３００円 

電磁的記録を当該電磁的記録のま

ま電磁的記録媒体に写したものの

交付の場合 

１件につき３００円に電磁的記録

媒体一につき１００円を加えて得

た金額 

電磁的記録を紙に印刷し、交付する

場合 

１件につき３００円に印刷物１枚

につき１０円を加えて得た金額 
 

 備考 

１ 「１件」とは、事案決定手続等を一にするものをいう。第８

条の規定による部分開示の場合においても、同様とする。 

２ 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る行政文書の写しを交付す

る場合においては、当該閲覧及び交付に係る手数料は、写しの



 

-
 
4
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交付の場合の手数料によるものとする。 

３ １枚の両面を複写した場合の写しの作成に要する費用の額に

ついては、２枚として算出する。 

４ 電磁的記録を紙に印刷し、交付する場合は、電磁的記録を当

該電磁的記録のまま電磁的記録媒体に写したものの交付の場合

の金額を限度とする。 

５ 「電磁的記録媒体一」とは、開示の対象となった当該電磁的

記録を同一の電磁的記録として写すために必要な電磁的記録媒

体の個数又は枚数をいう。 

  

＊附則第１１項関係 君津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続

等に関する条例 

 

（協定の締結） （協定の締結） 

第６条 省略 第６条 省略 

２ 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 ２ 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) ～(6) 省略 (1) ～(6) 省略 

(7) 当該指定施設の管理に関し保有する利用者等に係る個人情報

（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２

条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護に関す

ること。 

(7) 当該指定施設の管理に関し保有する利用者等に係る個人情報

（君津市個人情報保護条例（平成９年君津市条例第３号）第２条

第１号  に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護に関す

ること。 

(8) ～(9) 省略 (8) ～(9) 省略 

  

 


